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五
十
川
直
行　

教
授　

著
作
目
録

Ⅰ　

著
書

１　

谷
口
知
平
・
五
十
嵐
清
編
『
新
版
注
釈
民
法
⒀
債
権
⑷
契
約
総
則
§
§
５
２
１
～
５
４
８
』（
分
担
執
筆
）

�

有
斐
閣　
　
　

一
九
九
六
年

２　

林
屋
礼
二
・
石
井
紫
郎
・
青
山
善
充
編
『
図
説�

判
決
原
本
の
遺
産
』（
分
担
執
筆
）�

信
山
社　
　
　

一
九
九
八
年

３　

野
田
進
・
松
井
茂
記
編
著
『
シ
ネ
マ
で
法
学
』（
分
担
執
筆
）�

有
斐
閣　
　
　

二
〇
〇
〇
年

４　

遠
藤
浩
・
川
井
健
編
『
民
法
基
本
判
例
集
』（
分
担
執
筆
）�

勁
草
書
房　
　
　

二
〇
〇
四
年

５　

野
田
進
・
松
井
茂
記
編
著
『
シ
ネ
マ
で
法
学�

新
版
』（
分
担
執
筆
）�

有
斐
閣　
　
　

二
〇
〇
四
年

６　

鎌
田
薫
他
編
著
『
民
事
法
Ⅰ
総
則
・
物
権
』（
分
担
執
筆
）�

日
本
評
論
社　
　
　

二
〇
〇
五
年

７　

谷
口
知
平
・
五
十
嵐
清
編
『
新
版
注
釈
民
法
⒀
債
権
⑷
契
約
総
則
§
§
５
２
１
～
５
４
８
〔
補
訂
版
〕』（
分
担
執
筆
）

�

有
斐
閣　
　
　

二
〇
〇
六
年

８　

遠
藤
浩
・
川
井
健
編
『
民
法
基
本
判
例
集�

第
二
版
』（
分
担
執
筆
）�

勁
草
書
房　
　
　

二
〇
〇
七
年

９　

椿
寿
夫
・
新
美
育
文
編
著
『
解
説
・
関
連
で
み
る
民
法
Ⅱ
―
応
用
が
も
っ
と
き
く
よ
う
に
な
る
』（
分
担
執
筆
）

�

日
本
評
論
社　
　
　

二
〇
〇
七
年

10　

前
田
正
一
編
『
医
療
事
故
初
期
対
応
』（
分
担
執
筆
）�

医
学
書
院　
　
　

二
〇
〇
八
年

11　

能
見
善
久
・
加
藤
新
太
郎
編
『
論
点
体
系�

判
例
民
法
８�

不
法
行
為
Ⅱ
』（
分
担
執
筆
）�

第
一
法
規　
　
　

二
〇
〇
九
年

12　

鎌
田
薫
他
編
著
『
民
事
法
Ⅰ
総
則
・
物
権�

第
二
版
』（
分
担
執
筆
）�

日
本
評
論
社　
　
　

二
〇
一
〇
年

13　

松
本
恒
雄
・
潮
見
佳
男
編
『
判
例
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス�

民
法
Ⅰ
総
則
・
物
権
』（
分
担
執
筆
）�

信
山
社　
　
　

二
〇
一
〇
年
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14　

遠
藤
浩
・
川
井
健
編
『
民
法
基
本
判
例
集�

第
三
版
』（
分
担
執
筆
）�

勁
草
書
房　
　
　

二
〇
一
〇
年

15　

能
見
善
久
・
加
藤
新
太
郎
編
『
論
点
体
系�

判
例
民
法
８�

不
法
行
為
Ⅱ�

第
２
版
』（
分
担
執
筆
）

�

第
一
法
規　
　
　

二
〇
一
三
年

16　

遠
藤
浩
・
川
井
健
編
『
民
法
基
本
判
例
集�

第
三
版
補
訂
版
』（
分
担
執
筆
）�

勁
草
書
房　
　
　

二
〇
一
四
年

17　

河
上
正
二
・
中
舎
寛
樹
編
著
『
新
・
判
例
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク�

民
法
総
則
』（
分
担
執
筆
）�

日
本
評
論
社　
　
　

二
〇
一
五
年

18　

能
見
善
久
・
加
藤
新
太
郎
編
『
論
点
体
系�

判
例
民
法
９�

不
法
行
為
Ⅱ�

第
３
版
』（
分
担
執
筆
）

�

第
一
法
規　
　
　

二
〇
一
九
年

Ⅱ　

論
文

１　
「
い
わ
ゆ
る
『
事
実
的
契
約
関
係
理
論
』
に
つ
い
て
」�

『
法
学
協
会
雑
誌
』
一
〇
〇
巻
六
号　
　
　

一
九
八
三
年

２　
「
借
地
方
式
を
ど
う
活
用
す
る
か
―
借
地
の
実
態
と
問
題
点
―
」

�

『
不
動
産
新
法
令
の
解
説
と
運
用
』
一
七
巻
（
日
本
不
動
産
研
究
所
）　　
　

一
九
八
五
年

３　
「
土
地
賃
借
権
の
時
効
取
得
（
一
）
～
（
二
・
完
）」

�

『
法
政
研
究
』
五
二
巻
一
号
、
五
三
巻
一
号　
　
　

一
九
八
五
年
～
一
九
八
六
年

４　
「
日
本
民
法
に
及
ぼ
し
た
イ
ギ
リ
ス
法
の
影
響
〈
序
説
〉」

　
　
　
　

星
野
英
一
・
森
島
昭
夫
編
『
加
藤
一
郎
先
生
古
稀
記
念�

現
代
社
会
と
民
法
学
の
動
向�

下
―
民
法
一
般
』

�

（
有
斐
閣
）　　
　

一
九
九
二
年�

５　
「
タ
イ
に
お
け
る
西
欧
法
の
継
受
」

�

『
福
岡
発
・
ア
ジ
ア
研
究
報
告
』
二
巻
（
ア
ジ
ア
太
平
洋
セ
ン
タ
ー
）　　
　

一
九
九
三
年
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６　
「
特
定
物
売
買
に
お
け
る
危
険
負
担
（
一
）
―
明
治
前
期
民
事
判
例
研
究
⑴
―
」

�

『
法
政
研
究
』
六
〇
巻
一
号　
　
　

一
九
九
三
年

７　
「
富
井
民
法
学
の
現
在
性
」

�

『
富
井
政
章
（
述
）・
債
権
総
論
完
』『
同
・
債
権
各
論
完
』
栞
（
信
山
社
）　　
　

一
九
九
四
年

８　
「
民
法
学
の
五
〇
年
⑴
―
法
解
釈
学
と
基
礎
法
学
、
方
法
論
な
ど
（
試
論
）」

�

『
法
学
教
室
』
一
八
〇
号　
　
　

一
九
九
五
年

９　
「
タ
イ
民
商
法
典
に
及
ぼ
し
た
日
本
民
法
典
の
影
響
―
比
較
ア
ジ
ア
民
事
法
研
究
へ
の
展
望
―
」

�

『
比
較
法
研
究
』
五
七
号　
　
　

一
九
九
六
年

10　
「
タ
イ
民
商
法
典
の
比
較
法
的
考
察
〈
序
説
〉
⑴
―
日
本
民
法
典
と
の
歴
史
的
関
連
性
」

�

『
法
政
研
究
』
六
二
巻
三
・
四
合
併
号　
　
　

一
九
九
六
年

11　
「
タ
イ
民
商
事
法
の
歴
史
的
考
察
」�

『
三
島
海
雲
記
念
財
団
研
究
報
告
書
』
三
三
号　
　
　

一
九
九
六
年

12　
「
シ
ネ
マ
・
法
学
入
門
⑪�

無
償
約
束
の
拘
束
力
―
『
い
つ
か
晴
れ
た
日
に
』」

�

『
法
学
教
室
』
二
〇
九
号　
　
　

一
九
九
八
年

13　

�“T
he�Japanese�Civil�Code�in�the�W

orld�Legal�System
s:�T

ow
ards�a�Com

parative�Study�

　
　
　
　

of�the�A
sian�Civil�Law

”

　
　
　
　

��In:�D
evelopm

ent�of�Legal�System
s�in�A

sia:�Experiences�of�Japan�and�T
hailand�

（T
ham

m
asat�U

niversity

）�

一
九
九
八
年

14　
「
特
集�

民
法
総
則
の
基
本
用
語　

慣
習
法
・
事
実
た
る
慣
習
―
民
法
九
二
条
論
」

�
『
法
学
教
室
』
二
三
五
号　
　
　

二
〇
〇
〇
年
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15　
「
末
期
癌
患
者
の
家
族
に
対
す
る
医
師
の
告
知
義
務
―
医
事
法
の
動
き
①
」

�

『
日
本
医
事
新
報
』
四
一
三
九
号　
　
　

二
〇
〇
三
年

16　
「
関
連
で
み
る
民
法
［
④
補
遺
］
他
人
物
売
買
と
無
権
代
理
」�

『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
五
八
八
号　
　
　

二
〇
〇
三
年

17　

“D
erm

atological�Legal�Claim
s�in�Japan”�

Journal�of�D
erm

atology�35�（
共
同
執
筆
）　　
　

二
〇
〇
八
年

18　
「
時
効
法
の
改
正
」�

『
法
政
研
究
』
七
七
巻
二
号　
　
　

二
〇
一
〇
年

19　
「
韓
国
離
婚
法
研
究
―
日
韓
比
較
民
事
法
研
究
⑴
」

�

『
岡
山
商
科
大
学
法
学
論
叢
』
二
六
号
（
代
表
編
集
者
）　　
　

二
〇
一
八
年

20　
「
韓
国
婚
姻
法
研
究
―
日
韓
比
較
民
事
法
研
究
⑵
」

�

『
岡
山
商
科
大
学
法
学
論
叢
』
二
七
号
（
代
表
編
集
者
）　　
　

二
〇
一
九
年

Ⅲ　

紹
介
・
解
説
・
書
評
等

１　

�「
土
地
区
画
整
理
法
に
よ
る
換
地
処
分
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
従
前
地
の
未
登
記
・
未
申
告
の

　
　
　
　

�

賃
借
権
も
換
地
上
に
移
行
し
て
存
続
す
る
（
最
判
昭
和
五
二
年
一
月
二
〇
日
）」

�

『
法
学
協
会
雑
誌
』
九
五
巻
八
号　
　
　

一
九
七
八
年

２　

�「
指
名
債
権
が
二
重
に
譲
渡
さ
れ
確
定
日
付
の
あ
る
各
譲
渡
通
知
が
同
時
に
債
務
者
に
到
達
し
た
場
合
に

　
　
　
　

お
い
て
、
譲
受
人
の
一
人
か
ら
債
務
者
に
対
し
て
為
す
弁
済
請
求
の
可
否

�

（
最
判
昭
和
五
五
年
一
月
一
一
日
）」『
法
学
協
会
雑
誌
』
九
九
巻
一
一
号　
　
　

一
九
八
二
年

３　

�「
借
地
権
の
存
す
る
罹
災
建
物
の
敷
地
を
自
ら
使
用
す
る
所
有
者
は
、
罹
災
都
市
借
地
借
家
臨
時
処
理
法

　
　
　
　

�

三
条
の
準
用
す
る
同
法
二
条
一
項
但
書
の
『
権
原
に
よ
り
現
に
建
物
所
有
の
目
的
で
使
用
す
る
者
』�
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に
該
当
す
る
か
（
最
判
昭
和
二
八
年
一
二
月
二
四
日
）」�

『
法
学
協
会
雑
誌
』
一
〇
〇
巻
三
号　
　
　

一
九
八
三
年

４　
「
人
―
車
系
を
中
心
と
し
た
交
通
事
故
抑
止
の
研
究
」

�

平
尾
収
監
修
『
交
通
法
規
と
規
制
の
効
率
性
に
関
す
る
研
究
―
要
約
』（
開
発
社
）（
分
担
執
筆
）　　
　

一
九
八
五
年

５　
「
土
地
賃
借
権
の
時
効
取
得
」�

『
九
州
法
学
会
会
報
』
一
九
八
五
年　
　
　

一
九
八
六
年

６　

�「
土
地
賃
料
の
弁
済
供
託
に
つ
き
、
被
供
託
者
が
同
土
地
の
使
用
損
害
金
の
一
部
で
あ
る
旨
の
留
保
を�

付
し
て
供
託
金
還
付
請
求
を
な
し
た
場
合
に
、
右
請
求
を
却
下
し
た
こ
と
は
適
法
で
あ
る
と
さ
れ
た�

事
例
（
東
京
地
判
昭
和
六
〇
年
九
月
三
〇
日
）」�

『
判
例
時
報
』
一
二
三
四
号　
　
　

一
九
八
七
年

７　
「
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
便
り
」�

『
法
政
研
究�

別
冊
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
一
号　
　
　

一
九
八
八
年

８　
「
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
法
学
教
育
」�

『
書
斎
の
窓
』
三
九
二
号　
　
　

一
九
九
〇
年

９　
「
漱
石
ゆ
か
り
の
地
、Pitlochry
」�

『
法
政
研
究�

別
冊
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
六
号　
　
　

一
九
九
〇
年

10　
「
法
女
性
学
の
展
開
に
寄
せ
て
」�
福
岡
市
女
性
セ
ン
タ
ー
・
ア
ミ
カ
ス
編
『
結
婚
と
家
族
を
考
え
る
』　　
　

一
九
九
三
年

11　
「
夫
婦
別
姓
・
離
婚
・
非
嫡
出
子
―
民
法
改
正
早
わ
か
り
」�

�

『
ア
ミ
カ
ス�

ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
シ
リ
ー
ズ
』
六
号　
　
　

一
九
九
五
年

12　
「
基
本
代
理
権
た
り
う
る
も
の
―
登
記
申
請
行
為
の
代
理
権
（
最
判
昭
和
四
六
年
六
月
三
日
）」

�

『
民
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
則
・
物
権
〔
第
四
版
〕』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
六
号　
　
　

一
九
九
六
年

13　
「
イ
ギ
リ
ス
に
吹
く
風
⑴　

ミ
レ
ニ
ア
ム
を
目
前
に
し
て
」�

『
書
斎
の
窓
』
四
六
三
号　
　
　

一
九
九
七
年

14　
「
同
⑵　

イ
ギ
リ
ス
王
室
の
未
来
」�

『
書
斎
の
窓
』
四
六
三
号　
　
　

一
九
九
七
年

15　
「
同
⑶　

臓
器
移
植
の
最
前
線
」�
『
書
斎
の
窓
』
四
六
四
号　
　
　

一
九
九
七
年

16　
「
同
⑷　

い
の
ち
へ
の
序
走
」�
『
書
斎
の
窓
』
四
六
四
号　
　
　

一
九
九
七
年
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17　
「
同
⑸　

ハ
ロ
ー
！　

ド
リ
ー
」�

『
書
斎
の
窓
』
四
六
五
号　
　
　

一
九
九
七
年

18　
「
同
⑹　

妊
娠
に
懸
け
る
想
い
」�

『
書
斎
の
窓
』
四
六
五
号　
　
　

一
九
九
七
年

19　
「
同
⑺　

い
の
ち
の
炎
の
消
え
る
時
」�

『
書
斎
の
窓
』
四
六
六
号　
　
　

一
九
九
七
年

20　
「
同
⑻　

四
月
三
日
の
温
故
知
新
」�

『
書
斎
の
窓
』
四
六
六
号　
　
　

一
九
九
七
年

21　
「
同
⑼　

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
行
方
」�

『
書
斎
の
窓
』
四
六
七
号　
　
　

一
九
九
七
年

22　
「
同
⑽　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
詣
で
」�

『
書
斎
の
窓
』
四
六
八
号　
　
　

一
九
九
七
年

23　
「
同
⑾　

オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
光
と
陰
」�

『
書
斎
の
窓
』
四
六
九
号　
　
　

一
九
九
七
年

24　
「
民
法
判
例
レ
ビ
ュ
ー�
65�
今
期
の
主
な
裁
判
例
［
民
事
責
任
］」�

『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
一
〇
〇
二
号　
　
　

一
九
九
九
年

25　

�「
吉
原
節
夫
『『
特
定
物
売
買
に
お
け
る
所
有
権
移
転
の
時
期
』
に
関
す
る
戦
後
の
判
例
に
つ
い
て
』

　
　
　
　

�

―
①
［
富
山
経
済
論
集
六
巻
三
＝
四
号
（
一
九
六
一
年
）］、『
物
権
変
動
の
時
期
に
関
す
る
判
例
の�

再
検
討
⑴
⑵
』
―
②
［
富
山
経
済
論
集
七
巻
二
号
・
八
巻
一
号
（
一
九
六
一
～
一
九
六
二
年
）］、�

『
特
定
物
売
買
に
お
け
る
所
有
権
移
転
の
時
期
』
―
③
［
民
商
法
雑
誌
四
八
巻
六
号
（
一
九
六
三
年
）］」

�
加
藤
雅
信
編
集
代
表
『
民
法
学
説
百
年
史
』（
三
省
堂
）　　
　

一
九
九
九
年

26　
「
基
本
代
理
権
た
り
う
る
も
の
―
登
記
申
請
行
為
の
代
理
権
（
最
判
昭
和
四
六
年
六
月
三
日
）」

�

『
民
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
則
・
物
権
〔
第
五
版
〕』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
九
号　
　
　

二
〇
〇
一
年

27　
「
医
療
情
報
開
示
と
患
者
・
医
師
関
係
」�
『
九
州
法
学
会
会
報
』
二
〇
〇
〇
年　
　
　

二
〇
〇
一
年

28　
「
民
法
判
例
レ
ビ
ュ
ー�

74�

今
期
の
主
な
裁
判
例
［
民
事
責
任
］」�
『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
一
〇
六
八
号　
　
　

二
〇
〇
一
年

29　
「
民
法
判
例
レ
ビ
ュ
ー�

80�

今
期
の
主
な
裁
判
例
［
民
事
責
任
］」�

『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
一
一
一
四
号　
　
　

二
〇
〇
三
年

30　
「
平
成
一
五
年
の
取
引
法
判
例
概
観�

取
引
法
判
例
研
究
会
座
談
会
」



15

�

『
Ｎ
Ｂ
Ｌ
』
七
八
四
号
（
分
担
執
筆
）　　
　

二
〇
〇
四
年

31　
「
遺
伝
子
診
断
・
遺
伝
子
治
療
を
め
ぐ
る
民
事
法
的
問
題
」�

『
九
州
法
学
会
会
報
』
二
〇
〇
三
年　
　
　

二
〇
〇
四
年

32　
�「

基
本
代
理
権
た
り
う
る
も
の
―
登
記
申
請
行
為
の
代
理
権
（
最
判
昭
和
四
六
年
六
月
三
日
）」

�
『
民
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
則
・
物
権
〔
第
五
版�

新
法
対
応
補
正
版
〕』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
七
五
号　
　
　

二
〇
〇
五
年

33　
「
民
法
判
例
レ
ビ
ュ
ー�

87�

今
期
の
主
な
裁
判
例
［
民
事
責
任
］」�

『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
一
一
六
六
号　
　
　

二
〇
〇
五
年

34　
「
民
法
判
例
レ
ビ
ュ
ー�

94�

今
期
の
主
な
裁
判
例
［
民
事
責
任
］」�

『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
一
二
一
九
号　
　
　

二
〇
〇
六
年

35　

�「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
に
対
す
る
意
見
表
明
を
期
待
し
ま
す

　
　
　
　

民
法
研
究
者
有
志
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
呼
び
か
け
」�

『
法
律
時
報
』
八
五
巻
五
号
（
分
担
執
筆
）　　
　

二
〇
一
三
年

36　

�「
不
動
産
所
有
権
の
取
得
時
効
完
成
後
に
設
定
さ
れ
た
抵
当
権
と
再
度
の
取
得
時
効
の
完
成

　
　
　
　
（
最
判
平
成
二
四
年
三
月
一
六
日
）」�

『
平
成
二
四
年
度
重
要
判
例
解
説
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
五
三
号　
　
　

二
〇
一
三
年

37　
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
魅
力
―
大
学
人
の
立
場
か
ら
―
」

　
　
　
　

�

春
日
市
教
育
委
員
会
・
春
日
市
立
小
中
学
校
編
『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
底
力

�

―
共
育
基
盤
形
成
九
年
の
軌
跡
：「
必
要
」
か
ら
「
必
然
」
へ
―
』（
北
大
路
書
房
）　　
　

二
〇
一
四
年

38　
「
墓
碑
・
仏
壇
費
用
（
最
判
昭
和
四
四
年
二
月
二
八
日
）」

�

『
交
通
事
故
判
例
百
選
［
第
五
版
］』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
三
三
号　
　
　

二
〇
一
七
年

Ⅳ　

学
会
発
表
等

１　
「
土
地
賃
借
権
の
時
効
取
得
」�

九
州
法
学
会
第
七
二
回
大
会
（
九
州
大
学
）　　
　

一
九
八
五
年

２　
「『
患
者
の
権
利
』
の
法
的
意
義
に
つ
い
て
」�

九
州
法
学
会
第
八
六
回
大
会
（
長
崎
大
学
）　　
　

一
九
九
二
年
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３　
「
タ
イ
民
商
法
典
に
及
ぼ
し
た
日
本
民
法
典
の
影
響
」

�

比
較
法
学
会
第
五
八
回
総
会
（
明
治
学
院
大
学
）　　
　

一
九
九
五
年

４　
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
民
法
編
纂
の
影
響
」�

法
制
史
学
会
第
四
三
回
研
究
大
会
（
立
命
館
大
学
）　　
　

一
九
九
五
年

５　

�“Legal�Points�of�V
iew

�on�O
rgan�and�T

issue�T
ransplantation�in�Japan”

（
英
語
）

�

Ｊ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｔ
（
日
本
動
物
細
胞
工
学
会
）
第
八
回
大
会
（
飯
塚
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
）　　
　

一
九
九
五
年

６　
「
医
療
情
報
開
示
と
患
者
・
医
師
関
係
」�

九
州
法
学
会
第
一
〇
二
回
大
会
（
熊
本
大
学
）　　
　

二
〇
〇
〇
年

７　
「
遺
伝
子
診
断
・
遺
伝
子
治
療
を
め
ぐ
る
民
事
法
的
問
題
」

�

九
州
法
学
会
第
一
〇
八
回
大
会
（
大
分
大
学
）　　
　

二
〇
〇
三
年

８　
「
東
ア
ジ
ア
法
系
の
可
能
性
と
政
尾
藤
吉
」�

ア
ジ
ア
法
学
会　
　
　

二
〇
〇
八
年

９　
「
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
医
事
訴
訟
」

�

日
本
賠
償
科
学
会
第
五
二
回
研
究
会
（
パ
ピ
ヨ
ン
24�

ガ
ス
ホ
ー
ル
）　　
　

二
〇
〇
八
年

10　
「
時
効
法
の
改
正
」�

日
韓
民
法
改
正
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
ソ
ウ
ル
大
学
校
法
学
専
門
大
学
院
）　　
　

二
〇
一
〇
年

11　
「
先
進
医
療
行
為
の
展
開
と
法
的
判
断
―
民
事
法
の
観
点
か
ら
」

�

第
九
回
肝
臓
内
視
鏡
外
科
研
究
会
（
福
岡
サ
ン
パ
レ
ス
）　　
　

二
〇
一
五
年

12　
「
臨
床
研
究
の
倫
理�

―
患
者
と
医
療
従
事
者
の
関
係
と
は
―
」

�

第
九
回
日
本
静
脈
経
腸
栄
養
学
会
九
州
支
部
学
術
集
会
（
Ｊ
Ｒ
九
州
ホ
ー
ル
）　　
　

二
〇
一
七
年


